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「ウクライナ人道危機義援金」の贈呈について（第４回） 

 

  和歌山県では、ウクライナでの人道危機対応及び救援活動を支援するため、

令和４年３月７日から「ウクライナ人道危機義援金」を募集しており、これま

で３回にわたり、総額３，０００万円を駐日ウクライナ大使館へ送金してきま

した。 

今般、４回目として、下記のとおり１９０万円を駐日ウクライナ大使館の寄

附金口座へ送金しました。 

 

記 

 

 １ 送金日   令和５年３月２４日（金） 

２ 送金先   駐日ウクライナ大使館が発表している寄附金口座 

３ 金 額   １,９００,０００円  ※合計３,１９０万円を送金済み 

 

 ４ 今後の予定 今後の入金状況を踏まえ、次回の送金時期を検討します。 

 

第 1回送金日（令和４年３月３１日） ５，０００，０００円 

第２回送金日（令和４年５月１８日） １０，０００，０００円 

第３回送金日（令和４年１０月１７日） １５，０００，０００円 

第４回送金日（令和５年３月２４日） １，９００，０００円 

合 計 ３１，９００，０００円 

「ウクライナ人道危機義援金」募集について 

和歌山県では、引き続き「ウクライナ人道危機義援金」を募集しております。募集

の詳細については、国際課のホームページにて御覧下さい。 

（https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/022300/d00209871.html）  


